
〇インターンシップ制度のメリット
・受入農家：人材確保、外部からの視点活用、既存社員への刺激など
・体験者：農業への理解促進、農業適性の見極め、就業前の不安解消など
・自治体：新規就農の促進、地域農業の活性化、交流人口の増加など

南九州市 農業振興課 農政係
南九州市頴娃町牧之内2830（頴娃庁舎） 電話：0993-36-1111

南九州市では、農業インターンシップを推進しています。
インターンシップは、就農希望者が、実際の農業現場での

就業体験を通じて、農業への理解促進や、自らの農業適性を
確認し、就農・就業後の「こんなはずじゃなかった」を減ら
す取組です。
南九州市では、農業インターンシップを体験したい方を募

集しています。

〇南九州市農業の概要
南九州市は、薩摩半島の南部に位置し、鹿児島中央

駅から車で約１時間。
6,000ヘクタールを超える広大な田畑では、日本一の

生産量を誇るお茶（知覧茶）をはじめ、さつまいもや
キャベツ等の多彩な農産物が育てられています。

〇インターンシップ体験者の条件
以下の全ての条件を満たす者とする。
①高校生以上（16歳以上）。ただし、学生は学校及び親の許可を得た者。
②農業法人への就業・就農を計画している者や南九州市に興味のある者、農作
業体験をしたい者。

③体験中の傷害及び賠償責任事故を補償する保険に加入している者。
④農作業に真摯に取り組み、受入農家及び市の指示に素直に従う者。

南九州市で、農業インターンシップを
体験しててみませんか!!

※インターンシップは、職場体験です。体験者が受入農家に就職
することを約束するものではありません。

＃ナンキュー就農検索



農業インターンシップ体験の流れ

① 受入希望農家は、市に農業法人紹介シートを提出。
② 市は、ホームページに農業法人紹介シートの情報を掲載。
③④ 体験希望者は、市に体験申込書を提出。
⑤⑥ 市は、受入の可否及び受入農家について検討し、受入希望農家に体験希望者の概要
を紹介し、受入農家を決定。

⑦ 市は、体験希望者に受入の可否及び受入農家が決定した旨を連絡。
⑧ 体験希望者は、受入農家に連絡し、受入条件等の詳細に関して打合せを行う。
※受入農家は、体験希望者との打ち合わせ後に、受入を拒否する場合は、その理由を市
に説明。その理由が妥当と認められる場合は、市は、その旨を体験希望者に説明。

⑨⑩ 体験希望者は、受入が決定したら、体験計画（日程等）を報告後に、インターン
シップを実施。

⑪ インターンシップが終了したら、受入農家及び体験者は、市に実績報告書を提出（イ
ンターンシップ終了後10日以内）。

⑫⑬ 市は、実績を取りまとめるとともに、体験者の感想を受入農家に報告。
⑭ 受入農家は、次の受入に向けた改善と農業法人紹介シートの修正を実施。
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＜体験者が留意すべき事項＞
①体験希望者は、市から受入に関する連絡があった後に、受入可能農家に連
絡し、集合場所や移動方法、食事や宿泊施設の内容、作業時間や作業内容、
服装等について打ち合わせると同時に、農作業の体験や心配事について説明
し、お互い納得したうえで、インターンシップ体験を行ってください。

②インターンシップ体験時には、生活や作業安全上の注意点等についての説
明を受け、必ず守ってください。

③体験中は、作業全体の流れや農作業の意味など、知識の習得に努めましょ
う。休憩中や就業終わりには、無理のない範囲で受入農家らとコミュニケー
ションを図り、地域や農業の魅力・厳しさを聞いてください。

④労働対価としての賃金は受け取らないでください。また、体験中の食事や
宿泊は、受入農家から紹介してもらってください。

⑤受入農家の従業員と同じ就業規則を原則とし、１日８時間、１週間で40時
間を超えないよう休日等を設けますが、農作業の都合により超過することも
ありますので、受入農家の指示に従ってください（度を越える時間超過が
あった場合は、事務局に連絡ください）。

⑥農作業は危険と隣り合わせです。体験中は、必ず傷害保険・賠償責任保険
に加入し、受入農家の指示に従い、常に油断せず、無理をせずに、作業に従
事してください。また、決して一人で危険を伴う作業や機械類の操作等はし
ないでください。万一、事故があった場合は、すぐに病院に行き、診断書を
もらい、事務局に連絡してください。

⑦体験中に入手した受入農家の秘密情報を安易に口外しないでください。体
験中の写真や体験談をＳＮＳ等に載せる場合は、必ず受入農家の許可を得て
ください。

⑧受入農家は、方言や専門用語で話すことがあります。理解が不十分なまま
では、間違った作業をしたり、農作業事故の原因になりますので、わからな
い事があった場合は、その場で、確認してください。

⑨体験中にパワハラやセクハラ等のハラスメントを受けた場合は、直ぐに、
事務局に連絡してください。

農業インターンシップの受入農家は、将来への投資とし、ボランティアで、
体験を受け入れています。インターンシップ（就業体験）では、受入農家の
指導を真摯に受け入れ、農業や地域への理解を深め、農業法人への就業、南
九州市での就農や生活をイメージしてください。
インターンシップ体験中は、体調管理に努めるとともに、農作業事故等に

は十分に留意してください。

農業インターンシップを体験したい方へ






